
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

平
野
医
院

令
和
八
年
六
月
二
日

盛
岡
市
西
青
山
二
丁
目
一
八
番
六
〇
号

村
井
産
婦
人
科
・
小
児
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
一
日

盛
岡
市
向
中
野
八
丁
目
八
番
四
六
号

奥
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
十
日

宮
古
市
保
久
田
三
番
一
〇
号

エ
︱
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
八
幡
平

令
和
八
年
六
月
一
日

八
幡
平
市
田
頭
三
七
地
割
一
〇
三
番
地
一

水
沢
キ
ッ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
十
六
日

奥
州
市
水
沢
字
横
町
九
四
番
地

医
療
法
人
晃
生
会
　
近
藤
医
院

令
和
八
年
六
月
二
日

下
閉
伊
郡
山
田
町
飯
岡
第
九
地
割
二
三
番
地
一

岩
泉
町
安
家
診
療
所

令
和
八
年
六
月
一
日

下
閉
伊
郡
岩
泉
町
安
家
字
日
蔭
六
六
番
地

八   
 
 
 
五  
 
 
二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

三
條
矯
正
歯
科

令
和
八
年
六
月
十
七
日

盛
岡
市
本
町
通
二
丁
目
四
番
三
二
号

赤
荻
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
六
日

一
関
市
赤
荻
字
荻
野
一
五
一
番
地
五

ち
ば
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
六
月
二
日

一
関
市
末
広
二
丁
目
二
番
地
一
〇

宮
沢
歯
科
医
院

令
和
八
年
六
月
十
七
日

九
戸
郡
軽
米
町
大
字
軽
米
第
八
地
割
一
〇
五
番
地

八
 
 
 
五
 
 
二
十
六 



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ま
つ
や
調
剤
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

盛
岡
市
好
摩
字
夏
間
木
一
〇
七
番
地
三

リ
︱
プ
薬
局

令
和
八
年
六
月
四
日

盛
岡
市
上
田
一
丁
目
一
番
三
五
号

か
え
で
薬
局

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

盛
岡
市
緑
が
丘
三
丁
目
一
八
番
二
号

す
み
れ
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

盛
岡
市
西
青
山
二
丁
目
一
八
番
五
七
号

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
盛
岡
中
野
薬
局

令
和
八
年
六
月
一
日

盛
岡
市
中
野
一
丁
目
二
七
番
二
三
号

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
盛
岡
前
九
年
店

令
和
八
年
六
月
一
日

盛
岡
市
前
九
年
三
丁
目
六
番
二
六
号

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
薬
局
前
沢
店

令
和
八
年
六
月
一
日

奥
州
市
前
沢
古
城
字
比
良
五
九
番
地
八

ク
ロ
︱
バ
︱
薬
局
飯
岡
店

令
和
八
年
六
月
一
日

下
閉
伊
郡
山
田
町
飯
岡
第
九
地
割
三
七
番
地
一
四

八  
 
 
 
五 
 
 
二
十
六


